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チリの選挙制度の歴史的変遷lこ関する一考察（ I ) 

民政化以後の選挙制度改革問題と閃連して

はじめに

I 前史 (1833～1925年）

II 1925年憲法体制 (1925～73年） （以上司本け）

III El80{f憲法体制 0973～州lt) (l',(ド，次り）

N エイルウィン政権の改革調！起 0990,r～）

おわりに

はじめに

チリは1990年 3月に民政移管し，現エイルウィ

ン（P.. Aylwin）政権は民主化を進めている。現在の

大きなii県題に「政治改革till題」（政治浄化，選学制

度改正，選挙資金公的助成，地方選挙の実施など）

がある。そのなかで最も卓要なのか， Ill軍事政権

が制定した議会議員の選挙制度を変えることを意

図している選挙制度改正問題であるけ本稿iム三

の問題の背景を掠るために，チリω選挙制度ω附

史を概観するとともに，現代の政治のあり方のい

くつかの特徴を指摘し， f見紅進行け＇（｝） 選挙制度改

革の現状を見ょうとするものである。

ラテンアメリカ諸国の政治制度は，概ね，大統

領制である。この制度のもとでは，大統領と品主

議員は別々に国民の直接投票によって選出され，

議院内閣制と違って，行政府と立法府とが一応l;IJ

り離されている。そこでの政権は，長期にわたっ

て一党俺位・単独政権であるメキシコ，多党首，IJ• 

連合政権であるチリを典型として，さまざまであ

る。ごうした相違はその国の政治，政党のあり方
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や議会の選挙制度と関係がある Uil）。

局知ωように，議会議員の選挙制度；こは「多数

代表制」と「比例代表出lj」という 2大Mi唱があ

るiiI'.! J （第 l表参照）。

「多数代表制」は，候補者の得票頓iこ議席を確

定する。そ（｝）代表例はイギリスなどにある選挙区

の議員定数が lの伊jである｛司、選挙民制」｝。「多数

代表a;1J」といえば，普通，この「小選挙｜ベ制1 を

指す。この「小選挙区制」においては，たとえば，

複数の候補者のうち第lf立となった候補者が得票

率が40ぶでも、lj選し，桟り60むは化票となる（こ

のため司フランスのようにこれを不公平であるとして．

50;' .. ; .. t、Il：のれi＇.＇，＇~卒を課している fJIJ もある。 50ぶ＊満の

場合は，再選挙が行なわれる）。要するに，「多数代

表制」のうちの「小選挙区制」では少数派は議席

選挙 lベ

小選挙区

1t1選挙区

大選挙区 三；ト；－ 。
/ ）二代表的。ムご41'代表的。×＝なし。

UH19rl 筆者作成日

（；主） この表の選挙民の議員定数のうち，中選挙区の定

数の＿u裂（＝ 5），大選挙区のそれの下限（＝ 6 ), 
すなわち，選挙区の定義．はさま 3まで、諸説があり，

椛'.,j_：的なものではないο 確定的なωは小選挙｜ベだけ

である。ここでの例法，便宜的にH本の例を基準；こ

している。それゆえ：窓意酌である。

。アジア経治』 XXXIII11 (1992_ ll) 
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を獲得できないωで，以下に,iiliべる「比例代表制J

に比べれば:JI，ニ民主的ではあるが。 2 大政党~jlJ ・単

独政権になる傾向があるとともに，統治性に優れ‘

また政権交代の可能性も大きいとされている。

また「比例代表制」は，ヨー口ッパや中出＊•i高

WJに多く， .f¥.l.{E5t.ifil28カ国のう九20カ闘で実施主

れていて (iic；川政党の得票当主に比例して議席を確

定するため国民の多様な政治的見解を反映する機

会が大きいωで，民主的ではあるが，多党制・ ;ill

合政権になる傾向があり，しかも諸政党問のイデ

オロギー・方針の相違に起隠する政権内部での不

－致，議会でυ）多数派形成心）｜村鰍さなどから，政

権としてはfi：々にして不安定になる傾向ヵ、あると

されている。

もとより，この選挙制度と政党・政権のあり方

には例外はある川，！）。また以｜；は 2大額型であっ

て，現実には，： U) 2大類型企品I[み合わせて実施し

ている例や，これらとは異なった制度も世界には

多数ある（リコ）＂

このようにj涯学制度にはいろいろあるが，｛頃向

としては， 2大類型の選挙制度に限っていえば，

選挙制度のあり方が政党や政権のあり方を決める．

あるいはそれに大きな影響をHdます， とされてい

るハしかし， 」般的には選挙制度のあり方iム そ

の闘の歴史，社会，政治状況，政党などのあり方

と伺らかの関連があって，これらからほ由な独立

変数ではないr それとともに，選挙制度は有権古

と政党，政治権力とのあいだの媒介項のひとつで

あり，また変更可能であることから，政治権力の

側から見ると政治伎術的な側而をも合わせ持って

いる。そして政党政治が発述している国々では司

選挙制度そのものは普通かなりの長期間継続し，

それが政権，政党，政治のあり方を規定する傾向

があるので，選挙制度が見直され．改編されると

…へ凡・....…..........い

きは。そω国の政治や社会に大きな変化があると

きが多いという見解もある (i!刷。

チリでは普通選挙法は1874年lこ施行され，選挙

制度として定数と同じ数の候補者を連記する一累

積連記投票制」が導入主れた。そして1925年には

新道法が制定されると｜口l時に「比例代表制ーのけ1

・大選挙区制，しかも各政党の得票数を整数で除

して議席を配分するドシト式と呼ばれるそれが導

入された（これは呪配iI 本の参議院比例区で当選決

定｛こ使われている方式と同じである。しかし，後iこ見

るように，チリの測では，政党があらかじめ当選瀬位

を決めた名簿を提出する，いわゆる l拘束r，簿式」で

はなか 1 た）。そしてチリは19世紀の末以来多党制

で．特に1925年以後の歴代の政権は，そのほとん

とが連合政権であり， 30年代初期の大恐慌期とア

ジェンデ（S目 Allende）政権期（70～73年）を除き，

安定的であったc よって，チリのケースは，「比例

代表制」に関する通説と，安定的であったという

点で興仕っているが．概ねほぽ通説に近い状況で

あったといってよいであろう。また，この「土ヒ例

代表制」の施行期間にチリでは，選挙制度の他の

諸要素一一参政権の拡充，選挙人登録の促進，そ

の他 の充実も似｜られ， 1970年に至って，普通

選挙法ω完成をみた U

1973年のクーデター以来16年半続いたチリのピ

ノチェー（A.刊nochet）軍政は，反共産主義と政権

（大統制御J) の安定を求めようとする立場から，そ

れまでの「1925年憲法」体制下での政治制度を大

幅に改編して，それを「1980年憲法J で制度化し，

選挙制肢を「小選挙lベ制」に似た「多数代表2名

指lj」に変挺して「2大政党制」の削出を企て，さ

らに88年10月の次期大統領信任国民投票でどノチ

ェー将軍が敗北するや，これに修正を加えて保

守勢力に{T利な制度に変更し（「修正多数代表 2f, 
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市lj1), 89if:.12月の選挙（卜院・下院議員選挙）で実

施した。その結果，下院では現エイ 1レウィン政権

派が勝ち， 上院は旧軍政派が If）；られた多数派」

となり，いわゆる「上院のねじれ現象」が生じた

が，チリの政治の伝統的な特徴であった多党結I]• 

連合政権という構図は費わらなかった本論で見

るように，この l修正多数代表2名制」は．チリ

にしか現存しない選挙制度である。 1992年 6川28

日の地方選挙， 93年12月の大統領・議会選挙を控

えて，民主化を進めている現政権は， 1也の政治改

革問題とともに，従来の F比例代表喬I］」への復帰

をめざし梢闘中であるのこれがその「選挙制度改

革問題」である。

このようにチリでは大統領制という政治制度を

維持しつつ，選挙制度が約50年ごとに変更されて

きたという歴史があるが，興味採いのは，選挙制

度が変更される際に， 1925年以後は， i時の政治権

力は政治制度のあり方を含めて，欧米諸国の例や．

先に示した「多数代表市I]l，「比例代表制」という

選挙制度に関する通説を参考にし，横討しながら，

導入した，という事実である。軍事政権もそうで

あった。またチリでは19世紀の末以来多党制が支

配的となって定着してきたが，この傾向は1925｛下

以後は「比例代表制ー下でー一層顕著となったの

である。一二のことはチリ社会における政治的多7L

刊が政治文化であることを示しているの本稿で主

として1925年以降の選挙制度を扱う理由のひとつ

はそうしたことにもよる。要するに，頃事政権の

試みにはそもそも無理があったと見てよ tl。民主

化を進めている現政権が選挙制度を元ω「比例代

表制」に戻そうとしている理由の一端はここにあ

るの

本稿の構成は，最初に1925年以前のチりの政治

体制・政党・選挙制度の歴史の大筋を「前史J と

62 

して概観し，次に選挙制度として25匂に「比例代

表制」が導入された経緯，その後の制度としての

充実，多党制の股開，特徴， 11¥J題点をぶし，さら

にどノチェ一軍政下で最初に「多数代表2名集I］」

が導入され，後に「修1E多数代表2名品lj」に変更

された経緯，その特徴を示し，最後に89年の総選

挙の結果を概観し，現政権の選挙制度改革ω刷状

を見，最後に民下化と選挙制度についての筆名な

りのまとめを行なうことにする。

<it 1 ) 中／II和彦・矢谷通期編 Fラテンアメリカ諸lnl

0）法；j;lj/".J』経治協力ンリーズ 140 アシJア終済研究1iJr

198811：・。

(it 2) ただし司このうち.－多数代表制」という用語

は， 11本では、選挙｜正でω議Hii:数の立llfulを装準にして，

r小選挙民指l]J，「中選挙民制J，「大選挙以秘J という呼

び}jf）・A般的であり， rJtjlj1J代表；l,ljlは， N；国，「比例代

表告ljjのなかの「大選挙区制 を指すものとして使われ

ている

(i主‘：l) Godoy Arcaya, Os仁ar，“El"i己temaelecto 

ral grandes opciones，” Raista de Ciencia Politica, 

ediciοl川、special,1988if9 Jl/1111 I定『政治体制l』取点

大学Ill版会 1989年勺

(iJ 4) この議会の選挙制度と政党・政格のありん（比

例代表常I］→多党制→連合政権．「小選挙民総」→2火政党

制→lj1独政権）とそれぞれの特徴に関する｜空l式はl¥M:i年

にフサンスの政治’学者デュヴェルνェ（MauriceDuver-

ger）によって検証・提起きれ，手守通 rテュヴェルジェの

法UIJI と呼ばれている η この後，さまざまな学者による

研究があり．法則とまではいい難いとはいえ．基本的な

傾向としては/JN，；，上されている現象である。イl川真治『選

挙制度一一ほんとうはどう改革すべきか一一』れ波ブッ

クレソト No.172 お波帯1,li'1990lf./Sartori, Giovanni, 

川 Lainfluencia <ll' los日i討tema日 electorales，＇’ E,tudios

P:,blic州第17り， 1985年安；／／Nohlen,Dieter.“El an員一

lisis comparativo de sistemas clectorales，仁onesp!'cial 

consideraciiin del caso chileno，” E、tudiosP11blico.‘s. ~ 

18サ， Iり同年秋／Mainwaring,Scott，“Politicians, I匂r

ti出， and Electoral Systl'ms ・ Brazil in Cけmparative 

Perspective," Cl州知rativeP什lilies,;;/';24巻第P},1991 

年10I J /Cea Ega白a,J OS(' Luis, "Repre同 ntaciiinl川］＼
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tica y sistemaぞlectoral,＇’ Revis！，αdeCiencia Politica, 

代lici6日出pe仁ial,1988'.j, ¥l tJ。

なお， イ司リスーアメリカなとω例外はあるが， iヰ.il!l.

政治｛向上41・R義が成熟し，自由で競争的な政党政治が発

i主し， l1i)J(U）価値観が移様化していくにつれて，選号時1/

肢は「比／yllft表制」か．もしくは二れに近いも （／）に収倣，

ないし接近していくとされている。しかし．政党政治が

本発達・正ぶしてい仕い「.fiいi＂＇々 川あるいは「地域

i令義的｛闘が刊h大で． HJで異質な人傾（etnic川）・ λ1再i:

抱え，宗教的・イデオロギー的性i違・対 ＞＇iーが大きい！五i々 j

では，統治YIという観点から，与党；／；リを導きかわな「比

例代表制」 It選挙制問として不利lてあり， l小選挙｜メ高1J_,

が採用きれがち，という見解があるつ Sartリri，前掲翁文ラ

0主5) 何千霞喜『比例代表制l 同際比較にもとづ

.• ，，研究ノート.，•＇＂•， •• ，•＂川川川日比

政府の力が強力な「大統領告I］」を採り，また議会

に上院と下院を設けてきたの

ただ1833年憲法制定の時に，政治制度としてイ

ギリス型の「議院内閣制 I （｝）導入も検討されたが，

政治的安定のために，強力な中央政権の創出が必

要という見地からして，当時のチリの政治的実情

に合わないと断念された（i!I ）。そして大統領命lj,

議会の 2院制というこの政治制度ほ現在に至るま

で基本的には変わっていなL'o 

選挙は，当初は齢限選挙であった。年齢，性別，

財産の多寡，識？？能力などの資格要件を設定して

く提案 。中公新，1Hil5 中'Jc:'.-':,ii自社 1981'1/ilJI I 選挙怖を少数の支配階層に制限したのであるc大統

白iH品書。ちなみに， 11本の衆議院の現行 f,11選挙J,(;j;JJJ

は「多数代表告Jj」のなかω「中進学｜ベ市ILて＞j,，るのこの

I 1fJ選挙J,<.;j,ljlは＇ fttW-(J'.Jに見て怜1いが，「jヒ例代表制 i

のなかの中選準収制とー完全にではないか，車ri巣が,J（こ｛主

ほほ一致することから「準比例代表制」とされることも

ある。参ぷiむLは「中選挙民制」と IJl::fflj代表；J;i/1の大選

惨阪市ljとのi¥tii1：制て”あるc なお本稿でほ混乱を避けるた

めに，「多数代表制」のなかの「議選挙jメ；M1は括弧iこ

人れ，「I七例代表制」のなかの諸選挙以制IHル瓜には人

れないことで｜ベ>Jijすることにした。

(ii: 6) Cumplido Cereceda, Francisco，“Opc10nes 

l泊 rala ekccion de! CongresC> Nacional,'' Na’Z:,ta d,・ 

Ciencia Politica, edicion especial, 1988年9H。

I 前史（1833～1925年）

チリは1818年にスペインから政治的に独立した

が，政治的に安定し始めたのは，独立以後に「保

守派（党） Iと「自由派（党）」との争いが午じ， 29

年の内戦ω後，保守派が勝利して政治権力を確立

してからであった。そしてその政治権力のあり万

七制度化したのがI村山年憲法であったいこの憲jλ

は1925年に新憲法が制定されるまで存続した。

三の憲iL、ωもとでJ チリは，政治制度としては，

イギリスなどの「議院内閣制」とは異なった. 1J 

領も少数の選挙人による間接選挙で選ばれた。特

に1s:m"tから71i干まてi；土｛栄守j灰｛憂f，＇，：の“ theAuto-

era tic Republic，，の時代とされており，この時

期のチリは 2大政党制であった川三＼.そして1857

年には新たに急、進党（PartidoRadical)が生まれ

た三さらに1871年から91年までは今度は自由派優

位の“theLiberal Republic”の時代といわれてい

る。

その後， 1874'.J-12月12日に従来の選挙法が改正

されて「普通選挙法J が制定され，識字能力のあ

る21歳以上の成年男子に選挙権が与えちれるとと

になったのまた議会の選挙制度として新たに「累

積連記投票制」（elvoto acumu!ativo）が導入され，

小政党が代表を送れる可能性が生まれることとな

った (it：九すなわち，この「累積連記投票制J と

は，「多数代表制l の一桶て＼複数定数の選挙l支

で投ポ人が定数と，，，］じ数の候補者名そ速記し，そ

れが集計に際し合算され，得票が多い艇に議席が

与えられる方法である。集，H－に時間がかかり句選

挙不正が生じやすいともされているが，複数政党

が存｛1：し，選挙区ω定数が海数定数（｝）中・大選挙

区であれば，~党制を導く 11J能性は大きくなるω
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である。この選挙制度は1925年に変更されるまで

約50年間続いた。

そして，この時期に凶民党（PartidoN aciona]), 

民主党（PartidoDemocratico）が新たに結成されー

政党の数は保守党（PartidoConservador），自由党

(Partido Liberal)，急進党を加えて 5党になった。

またさらに 1891Ifの内乱から 1925'ifまでは“the

Parliamentary Republic，，の時代であったとされ．

大統領が議会の圧力に従属したi時代，すなわ九

I議会主義（parlamentari日mo)U）時代」であるとされ

ている (iH）。この時期には新たに自由民主党 (I》ar-

tido Liberal Democratico）‘民主独立党（Partido

Democratico lndipendiente）が結成され，大きな政

党数は計7党となった（i巨5）。要するに， 1874年の

選挙法改正前後からチリでは，政治的に多党｛じが

進行していた。 l約79～83年（｝）いわゆる「太平洋戦

争」でチリは北部の硝石・鍋資源と領土をべYレー，

ボリビアから獲得し，その後，経済発展が加速さ

れたが，こうした多党化の背景には，こω選挙制

度と経済発出にともなう社会ω多除化が貫献して

いたものと思われる。

191:H:紀0)90年代以後の諸政党の様子の 4端が窺

.....川山川川H川.....川......, ,, , ..’i汁...........白川川＇ ...白..，，，川・...，山川..,.,,., .• ,,..,, 河川白 h i門司

えるのが第2表と第3表である。 1920年前後iこは

議会での議席および、得票率で過半数を超えた政’蕗

は存在せず噌保守党， i’i由党，急、ill；党をtjr心とし

て多党化状況が定着し，その後も多党化状況が進

行したことが分かる。先に示唆したように，チリ

の政治史では， i呼通， 1891'if'.!ス降1925年までは司

大統制が議会の圧力に従属していた戸議会主義ω

時代」とされている。こうしたことがどうして牛

じたωかについては，チリの政治に関する諸文献

にはほとんど指摘されていないが‘その背景には，

それまでとは異なって，大統領を支えるに充分に

強力なひとつの政党が｝jを尖っており，かつ諸政

党によるfl二政府の政策への協力関｛系が希薄で、あっ

たことが窓定されうる。

そして1920年には大統領選挙が行なわれ，／＼ . 

アレサンドリ（A.Alessandri）が選出された。この

大統領選挙では，急進党・民主党・自由党が「n
由［，i］盟」（AlianzaLiberal)を，［la民党・保守党・自

由党（｝）一翼が「I!ii民岡山l」（Union N acional）を帖

成して， 2陣常に分かれて戦ったいこのことに表

われているように，この時期前後からチりやっ政治

は1政党による単独政権が成.＂rしにくい状況が生

Vial Correa, Gonzalo, Histona de C/11ん(1891-1.973),Vol.II，サンティアゴ司

Editorial Santillana, 1984年司 231～232,:'i95ベジ。

(i主） ＊国民泌を含む。 はどロ。

~ 
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第 3褒 議会選挙ff寺心主要政党心得票4本（1912～73年）
(",,) 

一一
年 保守党 tf:；主党 jl;片手党よ十

1912 21.6 54.0 - 16.6 92.2 
1918 19.3 46.4 24. 7 0.3 90.7 
1921 19.2 35.4 30.4 1. 4 86.4 
1925 19.8 32.4 21.4 73.6 
1932 16.9 15.8 1お.2 司.I 56.6 
1937 21.:1 20.7 18.6 11 1 4.2 75.9 
1941 17.1 14.0 :u 21. 7 Hiι7 11.8 告4.7
194S 23.6 17.9 2.6 20.0 12.8 10.3 87.2 
1949 22.7 18.0 :u 21. 7 9.3 75.6 
1953 10.1 11.0 2.9 13.::l 14. 1 51.4 
1957 13.8 15.3 9.4 21.4 JO. 7 70φ6 

1961 14.持 16.6 15.9 22.5 11. 1 11.8 92.7 
1965 5.3 戸I.5 43.6 B.7 10.6 12.7 93.4 

1969 18.81' 31.3 13.6 12.持 16.6 93.1 
197'.{ 21.1 28.5 3.6 18.4 16.2 87.8 

（出所） Huneeus, Carlos，“El sistema de partidos politicos en Chile : cambio y continuidad,'' 

ο1pciunes, 1988年 l～4月， 170へーシ二

on n 1967年保守党とnrt-i党がii'併して凶民党となった.2) 1948～581干の｝朝日i司 Jl'0fよ｛とされて
いたι キ民主党二キリスト教民 i二党》

まれ，多党制を前提として諸政党問の連台・対立

の時代に入っていたことが分かる。

次にこの間の選挙における参政権，特｛こ投票権

の推移を見ょう。普通選挙法が導入されたのは

1874年であったが，普通選挙法とは名ばかりで．

21歳以上の識字能力のある成年男子のみに限られ，

女性の参政権は認められておらず，地方選挙も存

在しなかった。また，＇う時は文盲率が高かったた

めに， 1912年の選挙では，選挙人登録者名簿lこ登

録されていたのは59万8000人であった。 1907年ω

人IIセンサスによれば，この年の総人iiは323Ji 

1022人なので，人口比だと約18ぶに相当する。ま

た棄権率もきわめてi奇心投票したのは29万1000

人であった。棄権率51ぶである。

このため1912年から新しく恒久選挙人名簿の作

成が開始され， 9年ごとに更新されることになっ

た。 1921年に登録されていたのは38Jj8000人であ

った。 1920年の人rJセンサスでは．この年の総人

口は 373 万 235 人なので．人口比だと約 10~＇；：て、あ

る。そしてさらに1922年にそれまでの選挙人名簿

は廃棄され，新しく選挙人名簿が作成された1if:ti1__ 

( i E 1 ) Campos Harriet弔 Fernando.Hおかriα｛ρllSfi-

tucional de Chi！ぞ： fasinstitucionεS pol i tirns y social山

第5版，→ナンティアコ.Editorial Juridica de Chile, 1977 

(ii 2 l 以ドの大筋lま， Gil, Federic向、 ThePolitical 

System of Chih：ボストンー Hou日htonMifflin, 19侃年．

36～47べーミJ，によっているつ

れ主；l) 七ruz-Cれke,Ricardo. Hist刊行d clectoml de 

Chiit'. 195 19丈？．サン干ィアゴ． Editorial Jurldica 

de仁川le.19同年．おへーシ、

(it 4 l Gil，内iH記ガ， 47～%へージコなお い parla-

m日1tarismo＇’；主将司j迫 CJi院内問；Jillj を怠i沫するが．ここ

で（土 .＇t:;tff（議会）が行政府（大統九υに対してf憂いて

あった状況を指しているので．ワ義会 i主義一という Illill 

を｛使，f包1

6ラ



Ⅱ　1925年憲法体制（1925～73年）（以上，本号）

Ⅲ　1980年憲法体制（1973～89年）（以下，次号）

Ⅳ　エイルウィン政権の改革課題（1990年～）
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ないからである＇・ 1891～ 1925年ωチリω政治状況は［議

院内閣情IL」とはほと速いが，なぜかチリではニれをワ義

院内閣；fllJ と吟制するitnr1肋サ虫し用品卜U）混乱U)Ji;{J・大｜

にな J ている。

(i主5) Gil, J,;J 1：丹， 48～49ペーシ＼

(i+: G) Cruz Coke, 111／尚／｝， :15～：16ヘ一：）っチリ ω

文有率は19:lO年lこは25.3ぶ， 70年にはI:l.0ぷであった 1

1912, 201ドω人ilセンサえは， c;emines,(;rnf!.mfia山・on,,

mica de Chile，サンティアゴ. Editorial Andres Bell<人

1982W. 82へージによ J たイ】比九れるように，選挙人.tr

録人llは減少Lているか，そのf'1!1l1はィ、：11J1,

II 1925年憲法体制 0925～73年）

1 政治・選挙制度の改正・整備

チリで議会（｜｜涜・ド｜民）および地方説会ω議員

の統一的な選挙制度としてドント式の「比例代表

;g1JJ (si日ternapr叶川rcionaI）が導入されたのは， A・

アレサンドリ大統領 (1920～25年）のもとで政治酌

混乱が生じた際lムそれまでの1833年志i去に代え

て， 1925年憲法が制定3れたときであったiii'!）け

この新憲法には，政教分離，大統領の直接選挙

日；lj，議会の上院・下院それぞれω権J~，／ U）確定，社

会史j去，その他，大幅な改革が盛り込まれ，総じ

てチリ政治・社会の lill代化」を促進するもωと

して，また国民の政治的・市民的諸権利も大幅に

確認さJLているものとして，ラ Tンアメリカ清i玉！

の憲法のなかでも最も民主的な憲法とみなされて

きた。また，新しい選挙制度も新たな選挙人堂録

fHiJ度， ill学裁r,niJrのi設計！などと諭緒に噂入された。

この1925年憲法における政治制度の特質につい

て概観しておく l〕

国政レベルでは，先に示唆したように大統領制

で，議会は｜：院・下院の 2院制。地Ji政治レベ／レ

では，州（provincialに州知事（intendente）・議会が

ii＇，＇かれ司県（ d叩；ntamento）に県知事（gobernadυr),

66 

そしてlベ（comuna）に医長または市長（alcalde）・ IX:

議会または市議会が存在した（it210 

大統制制については， 1891～1925年の｜時期の

議会主義」に対する反動として「独立で強力な

行政府」を雌ιする狙いから，大統合（iの諸権限が

拡大され，それまでの間接選挙から直接選挙（公

選制）とされ，任期も従来の 5年から G年に延長，

また連続再選は禁止されるごとになサた Iif::l）。こ

のため大統領は国民の直接投呆で多数の支持を得

た候補riが選出されることになったが， 1併の候

補者が過半数の得票を持られなかった場合には，

上位2名の候補者のうちから｜：下両院の合同議会

が多数で選出することとされたU-1＞。

大統制はl叶家の元同lであるとともに 3軍ω長で

あり．多くの権限を有し．戒厳令を議会の承認を

得て公布でき，また 3軍のそれぞれω長の任免権

を持っていた。しかし内閣総辞職や議会の解散権

はなか’）t.：。

議~については，当初，下院の議員数は25の選

挙区から選出される 132名で， 1選挙区あたりの

議員定数の平均は 5.4名強。任期は 4年， 4年ご

とに全員改選。上競のそれは9の選挙区から 5名

ずつ選出される45名で，任期は 8年， 4年ごとに

半数改選とされていた。

下院と上院ωそれぞれの選挙区と選出定数に関

する基準は異なっていた。すなわち， 1925年憲法

は，そU）第25条で「Fl院議員と上院議員は選山に

おいてはさまざまな意見と政党を代表する上での

効果的な比向性が実際上生ずるよう公手続きが取

られる l とし，そのs/B7条で I下院議員は州、｜ωな

かの県単位，または近接する複数の県よりなる選

挙区．において，住民：｛ )j人につき 1人の割台で選

出される，そうでない場合法住民 1万5000人を下

[11］つてはならない」と 3れていた (ii日）υ これに対
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し第 40条は上院議員について，「さまざまな地域

の特性や利害を考慮して，法律が制定する複数の

州の集合（し、わゆる合｜引からなる， 9の選挙区‘で

5名ずつ選出される」としていた｛ii6九州の人口

は州によって異なるのでj 選挙区における上院議

員I人あたりの人口規模は選挙区ごとに最初から

大きな違いがあった。そして実際lこ． 上院議員の

選出には第25条の比例性の規定は適用されず，人

口規模には関係のない第40条の規定が優先された

のである。このことは，下院議員定数は人口増加

・移動により変動があるのに対L，上院議員定数

は必ずしもそうでないことを意味していたご

また地方政治であるが，州知事は大統領による

任命制で，任期は 3年。州議会議員は州の諸民役

所（municipalidadesde provincialによりそれぞれ

任命され，州知事は州議会の議長である。県知事

は州知事の推薦に基づき大統語が任命。｛壬期は 3

年である。区議会議員（または市議会議員）である

が， i亙（または複数のI刈での選挙で選出され句区

長（または市長）は区議会議員（または市議会議員）

が互選で選出していた。ただし，人口10万人以

上の阪の医長（または市長）は大統領による任命

制であった。サンティアコ伯郡山ago)ITT，パ／レバ

ライーソ（Valparaiso）市，ピーニャ・デル・マル

(Vi11a del Mar）市がこれに該当していた乙地方政

治のレベルで普通選挙で選出される唯一のケース

である区議会議員（または市議会議員）の数は，法

律で制定されるが， 5名を下同つてはならず，か

っ15名を l：凶つてはならないとされていた。｛壬期

は3年 (1959年に 4年に延長）であった(ii7；。

以上は1925年憲法に明記されていたが，地方選

挙は第 2次A ・アレサンドリ大統領期 W:l:i2～38

年）の35年に初めて実施された。また州議会は遂

に設置されなかった (ii_8）。

h山門川～～へ川1日 計 十 河 川 十 円 研 究 ノ ー ト

そして，選挙権であるが， 1925年憲法の規定で

は， 1874年の普通選挙法の規定が踏襲され，有権

者は21歳以上の識字能力のある成年男子lこ限られ，

女性は排除されていた。また，その有権者である

が，選挙人登録制度lこより，登録制になっていたコ

これは選挙資格のある当事者が登録局に出向いて

登録するシステムである。登録しない限り選挙権

は行｛変できない3

いずれにしても， 1925年以後，チリの議会・地

方議会の選挙以は，中・大選挙i元であった。ただ

し， 下院議員については，後出心第4表lこ窺える

ように，厳密には小選挙区が1カ所だけある。

2. ドント式比例代表常IJ

ー比例代表制d には数多くの方式があるが，ドン

ト式比例代表制と呼ばれる選挙制度はベルギーの数

学者・統計学者であったドント（Victor D'Hondt) 

が19世紀の末に考案した方式であった什i件＼これ

が初めて実施されたのは， 1900年のベルギーの下

院議員選挙であり，それ以来，これが「民主主義」

の観念に適合する F 公正な」選挙制度として急速

に普及L，第 l次世界大戦終f直後の時点では，

すでに12カ国において，しかも多くの場合，普通

選挙と抱き合わせで一挙に取り入れられたし山口。

これは，選挙ばにおける議員定数が 1で．これを

めぐって諸政党が争って「勝負をつける」「多数代

表制｝の「小選挙区告ILと異なり，基本的iこ戸頓

位をつける」方式であるc そのため，議員定数が

複数の中・大選挙区制で適用可能であり，少数派

の意見を切り捨てる（小政党を排除する）「多数代

表制」の F 小選挙区制」と異なって，少数派の意

見も政治；こ反映させる機会を与えるという意味で

民主的とされている制度であるc

選出方法は，選挙での為政党の得票数を 1で害lj

り， 2で割り． 3で割り・…・・と続けていって司そ

67 
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の答えU）大きいrnnに総定数が埋まるまで当選議H

の配分を続けるというものである (ri'Jl)。このため．

選挙｜べω総定数ω如何によってはすべての少数派

がi席を確保しうるという保証はどこにもない。

得票数が低ければ選出されなし、あくまでも少数

派に選挙での機会を与えるという fjJ＼にすぎな

し'o大選挙｜ベ制のもとでより効果がある方式であ

る。そしてこ U)Jj式は実は少数派に有利である

ところか，「実際にやってみると，得票数の多い

大政党に有利になる傾向があることが指摘されて

いる」Ui:12）。

チリでこの方式が取り入れられた理由はどこに

あったか。こ U).i握挙制度を取り入れたA・アレサ

ンドリ大統領自身はその「［ul想録』のなかで，欧

米諸IEJ.特にイギリスの「議院内閣市IJ」・ 2大政

党制を参照したことも明らかにして，これらはチ

リの実d附に台わないとして．大統領制と多党議I］を

擁護すると｜司It.tiに、「比例代表制」を導入した開

由についてこう述べている。「大政党 (los宮randes

particlos）に効不（eficienci；けを与えるため」であり，

「たとえ多くの欠点や短所があるとしても‘それ

ら（大政党一一づI!I J者）は民主主義体制の正常な機

能のためには f~ 11J欠な諸機IY-1に他ならないからで

ある」と（il:J:l）。

すなわち，多様な政治的立見をII~会に反映させ

るとか，小政党・少数意見を尊重し議席を与える宅

といったことでは全くなかったc A・ アレサンド

リ大統領がこのトント式比例代表制の特質を熟知

して導入したのかどうかは明らかではなLしこの

Jj式がヨーロッパ｝において持及し始めていたとい

うこともあったであろうが， 1920年代にすでに複

数政党化が定抗していたチリの政治状況のもとで，

nらも属する自由党などの大政党の政治的地位を

補強することを合凶して導入した三とは疑いの余

68 

l也がないように思われる。

しかし，その後の展開は‘第3表が示している

ように， A・ アレサンドリ大統制の見通しとは異

なる様相を示したコ大政党は時とともに凋落の傾

向をたどると同時に，小党乱立の状況が進行した。

また後にはるように．大統領も公選（第 l次選挙）

では単独では過半数の票を獲得できず， l位にな

った候補が議会（第2次選挙） ω多数により選出さ

れるとしヴ状態が続き，単独の政党の政権は1964

～ 70年のキリスト教民主党（PartidoDemοcrata 

Cristiano）政権だけで，かくして政権のあり方も，

複数政党による連合政権が支部的なものとして定

石Lた。要ずるに，多党制・ ！！！！ft政権を導くとす

る「比例代表帝l]J についていわれている定説とお

りω状況ヵ、進行したのさらに1960年代以降は，中

間派と左派のお頭を背最に．それまでの多党制的

状況が整理されて，イデオロギーに基づく 3大政

治潮流（右派・中間派・左派）が定着し，これらの

非和解的な対立・抗争の結果，お派・中間派・左

派ω！｜頃に政権交代がなされ， 70作にはアシェンデ

社会主義政権が登場した。世界大恐慌の影響を受

けて混乱した1930年代初期を除き， 25年以来の政

権で不安定であったωはこのアシェンテ政権のみ

であった。周知のように司 1973年のクーデターで

アジェンデ政権は打倒され，軍事政権が成 ir：，こ

れ以降，チリの政治は大きな改編を経験すること

になったのであった。

なぜこωような展嗣になったか。これは民主的

な政治・選挙制度の枠組のなかで，その後のチリ

社会の変符とそこでω政党政治のあり方がそうい

う方向へ導いていったのである。このことは選挙

制限それ自体が生み山した事象ではないいなぜな

ら，一般的に，「比例代表制」は多党制・連合政権

を導しとしても，多党首lfJには一党優位，小党乱立
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などいろいろな形態があり司具体的にどのような

形態の多党制を導くかは，その社会の発展のあり

様にWIわるニとであって，制度それt'Jf.本が決める

ことではないからである。換干jすれば、；J；リぽ（1',J枠

組がチリにJ.'i]fjO).¥t体的な事象の民聞を，i午したと

いうよとである。もしも議会の選挙制度が「比例

代表制」ではなく「多数代表制」の「小選挙区制」

であったならば， 2大政党制に近い状態が生じた

かも知れず，多党制・連合政権という事象は起き

なかったかも長llれない，という程1立のことを意l床

しているの

チリ社会0）変存とそこでの政党ωあり }jとはfi1J

であったかといえば，ここでいいうる U)Lt，大恐

慌以後，経済政策として導入された保護主義，国

家主導型の工業化，都市化であり，労働者・ rj1産

層の成長であった。このような背棄のもとで，労

働者・中産屑の諸政党が結成され，成長していき，

旧来ω大地 i ・大資本の諸政党の綻｜慢心： i／~li~. 政

党の多株化が,i1tf J L たのであった。 l9ti0~ 代以降

に生じた・n態には，キューパ革命（5引｜）以後ω，

ラテンアメリカ靖国における革命と改良の時代の

到来ということが影響しているのである。

3. 1973年までの展開と特徴および問題点

1925年憲法で導入された政治制度が73年のクー

デターで崩壊3せられるまでの状祝を。参政権ω

拡充，定数・選挙｜ベの変遷，有権行・股？己資杭fi

総数U）動，，，］.政党と政治のあり方の特徴，につい

て見てみる 4とにする。

(1) 参政権ω拡充

】h ’....山，，，... ，，】川一日’............門

i浪り認められた。また1949年には女性の凶政参政

権も認められた川14）。これには副産物があったc

女性の選挙人な録は男↑tのそれとは別に整備され，

投票も別々に行なうこととされた。投票ω集J十も

同じである。このため， 1949年以後は，すべての

選挙において， t't-1生泉所・選挙区での男女月I］の有

権者の投票結果・動向がおのずと分かる仕掛けに

なったっこれを地域的に，そして全国的に集計す

れば，男女の投票行動が一日瞭然に分かるのであ

る。

また， 1970年 IJIに，次期大統領選挙を伴えて司

当時のキリスト教民主党政権のもとで，憲法ω

修正が行なわれ。性~J~資格年齢が21歳から 18歳に

引き下げられ，かつ投票資格としての識字能力の

有無も撤廃された。 1874年の普通選挙法の施行以

来，約100年経ったこの時に，チ 1）では選挙資格

制限はすべてなくなり，普通選挙制度が完全に施

行され， 18歳以 I・ U) Lドl民のすべてに選挙権がIiえ

られることになった（けl引い

(2) 定数・選挙｜ベI}）変遷

1925年；こは24州と85県があったが， 27年にはそ

れぞれ17,65に縮小された。先に見たように， 1925

年の議会議員選挙では，複数の州を集合して 9の

選挙区が部られて各選挙r,z5名，計45名の上院議

員が，また惚数の県を集合して25の選挙｜ベが削ら

れ， 132名のf院議uが，それぞれ選出されたりこ

の時には1920Wの人11センサスが利用されたJ

1932年の選挙では30年U〕人11センサスが使用さ

れ，下院議員の定数が 142名に増やされ， 37年に

これには，女性参政権の実現と普通選挙の完備 は146名， 41年には147名に，そして67年になると

がある。 選挙区は27とされ，下院議員定数は150名に増や

19:M年にうiって，翌年35年の地Ji選準に備えて された。しかし， 1940年司 52年， 60年と人Ilセン

女e性の地h選挙における参政権が認められること サスは行なわれたが， t議員定数の是正には使われ

になった L 二0)0年に外国人の投票権も地方選挙に ることがなく，；m年ωセンサスがそのまま使われ
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第 4 表議会議員~学lベ・人r I •定数等 (1964年）
（単位：人）

選挙lメ州r, 人

n

川十
議

1

7

院

下十1. Tarapaca 
2. Antofagasta 

3. Atacama 

4. Coquimbo 

:10. 666 

30司584

5 
T2 0

3
Q
U
 

3ρ
り

2
1

向。，
i
’
 

↑

『

i

9

0

一
p

h

J

4

・

T

ヴ

4
4
t

月

4
4

心。

一
2
3
i
’
 

一

i
n
b

一’
I

h

v

一’
i

q

d

117 

930 

837 

942 

783 

189 

506 

推定有権者数3】

66, 1-15 

115,295 

上院議員

ヨ

58,:l:B 

129,403 

61,590 

339,490 ;:, 

352,445 

318,104 

552. :l2<i 

119,255 

5 

108, 768 

57. 2:tl 5 

11. Curic6 3 107,160 :{5, 720 

12. Talca 日 205,448 41,090 

1:1. Maule 7り，；l04 26,435 

14. Linares 4 170,278 42.570 

42,088 

82,070 

31,:m:i 

66,572 

::i 

:n,047 31,085 

16. 2い :l8,275 78,850 

17. Concepcion 59,746 260,587 ;J 

18. Arauco 44,606 33,022 

19. Bio-Bio -11, 822 64, :i約5

20. Malleco 29,031 63,300 ;J 

21. Cautln 39,304 155,157 

22. Valdivia 51,022 75, 5:{4 

日；：；」
143,955 47,985 64,059 

24. :: 20:{, 044 67,682 89,522 5 

25. :; 98,662 :¥2,887 41, ,12・1 

26. 1 73,037 73司 037 44，忌12

7, :rn1. :;4~」H7 49,928 ｜竺一，9:!'__J
45 

(/J＼所） Gil, F巴derico,The Political宅関temザChile.，ボストン， Houghton!Vlifflin, 1966年， 210 

～211ページ。

(it) l) 1960'.1.人llセンサスい

2) ド院議ViU）人［I/定数比は筆九ii算。

3) 1964年c

！！日六における防lむかな終りと忌われる部分については修正した。
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た。理由は不明である。定数問題が議論になった

かどうかも定かではなL'oまた上院議員の定数で

あるが、 1967:trに．選挙区である州ω集｛tが lつ

増やされてlりとされ，定数は 5名増ωら（）れに 3れ

たc これが1973｛！ーまで継続した(illfi¥

け加えておくと，このなかで，選挙民番号3のア

タカマ（Atacama）は銅鉱山地帯，選挙区番号6'

7, 8のパルパライーソ，サンティアゴは大都1h

闘，選挙iベ話；1]17U）コンセプシオン（Conce、1

第；J夫は， 1964年の時点での議会議H選挙｜点・

議員定数の実態を表わしたものである。人uは19

60年人口センサスに基づいている。筆者の手元に

1967年の改正時のデータがないので，データとし

てはややずれゆ：，考考のためにあえて掲げておく ω

も工業都市，選判ベ昏巧22のパルディビア（Val

divia）も人rJU）多い地域である。特に，サンティ

アコ 2IX. 3区，が定数問題にひっかかること

になることが分かる。また上院議員の人口ノ定

数比は，たとえば，タラパカ・アントファガスタ

(Tarapaca J¥ntぱ 州 出ta）州（ト院議員選挙［：，｛U)l, 

この 1964'ifll.~＇点では， 下院議員 1人あたりω人

口規模はがJ5ノj人である。したがって1925:;'f憲法

の規定ω精神にしたがえば， 5万人が＋.U'¥lニii肉とさ

れるべきであり， 2万5000人を下！日iつてはならな

い，となるはずである。この観点から見ると，人

口／定数比はかなりのばらつきがある。ここで付

2に州、lj）とサンティアゴ州、｜（下院議員選挙｜ベU)7, 

8 に十II~ ）では. 11if r.をlとすると後者はその7.2

倍である。人llが多いところが不利になっている

わけであるが， 上院議長は1925年憲法の規定にお

ける定数の配分が人口規模｛こはよらないとする条

項（第40条）が優先されたので全く違憲というこ

第5表 チリの選挙人人［］心推移 (1930～82年）
( rft{11. : I, 000人）

I 19:JO EMO 

5,023 

2,611 i 

~1~60--r_·,970 1982* 

総人口 I 4,284 
20歳以上人1I I 2,224 
文盲人口 I 562 707 ' 
文盲率（%） I 25.3 

有権者人口 ! 1,662 

選挙人登録人［ I ! 388 

(J:録人ll比率（%） I 2:u 

Q録／総人口比率＜%） I 8.8 
,;~Jlli 

Ul¥1ijr) Cruz Coke, Ricardけ， Ifistoria electoral de Chile 1925 1973，サンティアコ，

Editorial Jurldica de Chile, 198,t'<j, :{7～38ページ。 1982斗人lHム /-JoletinMensual, 

Hanco Central de Chile, Zi1 76:~ ¥}, 1991年9川．および‘'TheChilean Plebiscite : 

A First Step toward Democratization," LASA Fυrum, 1989年冬。

(i主） 串1982年の有権者人n・選挙人登録人[J・登録人口比率は88年医民投票時の数字。

ーは不明。この表は引用文献からそのまま，；I ' ，たが，このデータにはひとつだけィ、備があ

る。 1960年の20歳以上人口が有権者人口とfci］じであるが，この年には識字能力が選挙資格

条件であったので，有権者人口は20歳以tイ、iiから文盲人nをヲlしhた数字であるべきであ
ろうっまた1970年の有権者人11が20，.段以 I・人口と数字的にはl,ijじであるが，投票資椅年齢

がl同誌に’；Iき下げられ，識了’能力もはず3れたので，ここは18歳以｜：人l！とすべきであろ

うか喝 70年の選挙制度改革が実胞されたωは71年からなので， 70¥fまではこの表の数字で

よいことになる。

7I 
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第 B表 ラテンアメリカにおける政治参加JU）推移 (1910～70年）
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15.:2 

0.1 
5.9 
10. 7 
12.8 
12.7 
11.8 
9.9 
8.4 
20.6 
22.6 
19.0 

8.5 
11.0 
4.5 

6.2 
3.7 
5.n 
6.6 

12.9 
15.J 
18.0 

13.8 
20.0 
31.1 
:is.:i 

:n. 9 

3.8 

8.1 
25.:1 
14.1 
28.5 
30.。

27.3 
18.0 
20.9 

40.7 
46.5 
41.n 

14.7 

44.8 
:18. 7 

37.7 

とではないであろうが，栴差がとう大きく々ると， あった。 1970年にはst:'l"tの選挙人殺録人口は女十｜：

政党政治の実態からいえば，いかにも不fl然たと の利権持総数の47.7 ~'.; 1こまで上昇した liU7J。

いう印象を受ける。 全体としての選挙人登録の1930年以後の推移は

(3) 干f権守持．投－京資＋お千t総数の動！白i 第 5表に見ることができる 0 1952年に有a権者人口

1925年憲iL、；'fill＇.，仁時において選》許人千＂ 1簿にf子録さ が2

tLていたυ）は：10Ji2000人て、’総人lI 392) J 9000人 49tfに，i！，！.められたことによること， H権者の登録

のわずか 7.7』＇，－，.にすぎなかった。 1925年憲法の信 率が50ぶを超えたのは60年以後であること，さら

任国民投票で投票したωは13Ji4000人で総人口の に70年に有権者人口が急増しているが，これは先

:1；前後であったことはすでにはた。選挙人守録 にぷll}zしたように選挙制度改革があったこと，ま

が行権行の｜’｜花的合録制度すあ 1 たこと‘ J;)t：よ；能 た70年に登録人r.1比率が急増しているが，これは

｝］の有無が条件であったこと，女1・tが排除されて この年がアジエンデ政権が成立した年であり，選

いたことが‘イ｛村tf'iの政治参加山ー定料！引｜｜押し 挙制度改革を含めて，政党の側から未登録有権行

ていたωであるり に付して登録促進U）働きかけがあったためと推’よ

1935年の地方選挙に際して登録したk性有権者A される。

は7Ji6000人で， YJ性交性を合わせた全登録者約 次に，棄権率を見ておくと， 1925年から73年ま

20~，－；であった 主た投禁したst:'l"I：，主 6Jj6000人で でU)JYJIHJ，その平！＇；J棄権率（投県人lI／選挙人登録
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その確定的なの速度がかなり遅いことが分かるc人lI) は，大統領選が19.4ぶ，議会選挙が23.2:;;:,

理由としていいうるのは，投票権資格としての識

字能力のfi無・女性の参政権の制限であった。

また 1935

年ーから 70年までU)Y,:性の男性に比して U）投·＇.＇i'~f-i酎j

であるが， 1><: .:r~会近挙では平均してリH'l:n.6ふに

rx:議会（地jj)選挙が26.2ぶであった。

ラテンアメリカz渚［.tiJは概ここで留：むすべきは，

また社会が貧富の差が柑端に

激しい階級構成となっているため，選挙人殺掠が

促進されれば，国民の政治参加が拡大されること

ね大統領制であり，人民統領選では

男性16.5~＼.，こ比 L, 12.:3~＇；；：ときわめて低 L hもωと

なっている Iii'l刊。

比し， 25.6ぶと棄権率がやや高く，

この数字が高い国であれを意味することであり，政党と政治のありんーの特徴(41 

ばあるほど，大統領選挙や議会議員の選挙を通じこの表の数字の意味は，選挙第6表をはょう。

すなわちいわゆるポピュての大衆の政治的動n.における位摂

リズムが発＇ I＇.する制度的背景が存在する 11J能性が

大きいというよとをも意味することであるけ

チリについていえば，国民の政治参加ω科肢は

ニω数’j"'.U)歴史的に明えていったことが分かる υ

政治的立I味は， l¥'.l:化の程度， fjf(f打・U）政治に対

ある1-'iするI'kl心段なといろいろに解釈しうるか．

まI），改革の手段として選挙制度が用いられたこ

とは少なかったということである。第 1図は，国

政・池方政治のレベルでの選挙を図示したもので

ある。 1925年から73'ifまでの大統領選挙がll[nj,

ポピュリズムは大きくなかった。つかなりi丘く，,i:U）困において選挙人登録が整備されていなけれ

この数子：は尚くなりえないわけであるから，Lt, 

数’Fが商いほとそのLEIにおいては選挙人登録は進

ラテンアメこれで見ると，んでいたことになる。

その進民リカ U)f也U），；行｜七｜に比してチリの場内は，

子リ U）選挙の歴史 0925～7:l'IJ第 1［羽
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議会議員の選挙が12回，区議会議員選挙（地方選

挙）が12同あったことが分かる3 最初JU)項の「大

統領の任期」の下に「閣僚」の項があり，リオス

(J. A. Rios），アジェンデ，プレイ（E.Frei）といっ

た名前が並んでいる。これらの政治家たちは時の

大統領とは所属政党が違うっ要するに，連合政権

であったことも同時に示しているのであるつさら

に，「上院議員任期」，「下院議員托期J の項にも‘

同じ政治家の名前が出ている。これは司大統領に

なった政治家は，当初，下院議員になって政治家

としてのスター卜を切り，次に上院議員に転身し．

そして大統領になる，という政治家として上昇し

ていくコースが表現されている。そしてここで注

目すべきは A 番下の選挙の「まとめ」の部分であ

る。ここから何が分かるかといえば司チリ社会は

数年おきにいずれかの選挙を行なっていた，もっ

といえば，チリ社会は始終選挙を行なっていた討

会．国民が常に政治的関心を持たされていた社会

であったことである。

結論を先にいえば‘チリは民主的な制度を備え

ており，大統領制で多党制・連合政権であったが，

こうしたきれいな凶式ができるということは．選

挙がきちんと行なわれてきたことを意味する。と

同時に，国政と地方政治は政党政治を軸lこ統合化

されていて，大統領選挙，議会議員選挙‘医議会

議員選挙のそれぞれは相互に連関した選挙として

の意味を持っており，諸政党はその都度これらの

選挙の結果を検討し，踏まえながら，政治方針を

練り，あるいは練り直して活動し，また次心選挙

に備える行動を取っていたことを意味するコそし

て地方政治・国政の双方ωレベルにおける政治は

政治社会における「話し合 l ＞~「交渉J の穏健的

な政治スタイルが支配的で，また大衆の政治参加

の進展が比較的緩慢であったために．政治状況は

74 

安定していた，ということがいえ，事実そうであ

った。というのはそこでは多数派が少数派を数で

圧倒して政策を実施する政治スタイルは取れなかっ

たからであるでこれは別の見地からすると，思い

切った政策は実施できず句「話し合しりと戸交渉」

に時間のかかる非能率的な政治状況と映る。チリ

の政治史において，時折＇ -5怠ナJな政府 の出現，

あるいは創出が望まれる時期があるのはおそらく

こうした理由によるイiil910 選挙資格が民主北され，

選挙人登録が80ぷを超え，東西の冷戦構造を背景

とし，第三世界の解放という雰囲気に影響された，

斗時ω「対決的なー政治状況のもとで，大衆動員

・ボヒュリスト的政策が出現した，アジェンデ政

権期の状況は，壁史的にはこうした「話し合い」

の政治スタイルが失われた例外的な事象であった，

とLパミうる三

ただし司比較的iこ安定的であったとはいえ句チ

リの政治に全く波乱かなかったかといえばそうで

はなし 1930年代大恐慌期にはクーデターや政変

が相次いだし，またその後も軍人の反乱事件もあ

り，また特に共産党は迫害を受（t,48年から10年

間非台法化される，といったこともあった。

さて，次に多党制・連合政権の展開を見てみよ

うコチリでは1922年に共産党（PartidoComunista) 

が創立され， 33年lこは社会党（PartidoSocialista), 

さらに57年にはキリスト教民主党が創設され，

それまでの仁層階級の諸政党以外に中産層，労働

者・農民の政党が創設されていったこすなわち，

チリでは1930年代以後の工業化・都市化を背景iこ，

社会心多様化とその選挙制度のおかげで，多くの

政党が創設されては消えていった。すなわち，

1925年から73年までに議会に議員を送ることがで

きた政党がイデオロギー上の右から左まてー大小合

わせて56，送ることができず解散になった政党が
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32，計88政党が存ft：した（iilOJ。

その状況は， 1950年代末までの，政党乱立状況

が支配的であるにもかかわらず，保守， iわ道ω

穏健な連合諸政権の時期と，それ以燥のお派 (l'.j

由党・保守党）・中間派（キリスト教民主党）・左派

（急進党・共産党・社会党） (i) 3大政治潮流へと整

理されて，これらの諸潮流・政権問の三つ巴ω激

しい対立・抗争が出現した時期の 2つに分けるこ

とができる。

すなわち，前者の時期においては， 1932年から

57年までは議会の政党数は常時10以上て， 53年に

は19政党が存在した。そして後者心時期において

は， 1960年代になると議会の政党数は 7以下とな

り， 69年には 5となり， 73年には 9となった｛川110 

そしていずれの政党も過半数を11iめることはなか

った。この状況は第3：表にも見ることができる。

こうした状況は大統領選挙にも反映された。た

とえば， 1932年から70年まで大統領選挙は 8ft1］実

施されたが，候補者が過半数を獲得しえた選挙は

4阿であった。すなわち， 1932年のA・アレサン

ドリ55.0ぶ， 38年(i）人民戦線（Frente Popular）政

権ωアギーレ・セルダ（I》 A記uirreCerda) 50.5~，エ.

42年の急進党のリオス56.O~＇，，司そして64年のキリ

スト教民主党のプレイ56.1 ~＇；，て、あったり i'l2) 0 過半

数以上ではあったが，圧倒的な勝利というぐあい

にはいかなかったのである。

後の 4[11jであるが， 1946年の急進党のコンサー

レス・ビデラ（G.Gonzalez Videla) 40.2ぶ， 52主主：

の無所属（保守）のイパーニェス（C.Ibanez) 45.3 

ぶ， 58年の無所属（保守）のJ・アレサンド 1)(J. 

Alessandri) 31. 6；ユ， 70年の左派のアジェンデ36.3

~＇；，：であった（ i i2:ll。これらの候補者は過半数を獲得

できなかったのでft[,ij議会で選出された。

1950年代末以降ω大統領選はそれまでとは異な

川 4 ～わ十”川）

つて＇ 3大政治潮流相互間の対決的様相を帯びた。

1964年lこキリスト教民主党のフレイが当選したの

は， 58年の大統領選で匂左派のアジェンデが擢進し，

白派勢力lこ有力な候補者不在で左派の勝利を憂慮

した右派が候補者を立てずプレイ支持に回ったか

らであった。また特；こ社会主義的政策を採ったア

~－ェンデ人民連合（Unidad Popular）政権は，合同

議会でキリスト教民主党が支持したために成立し

たが．大統領選挙での得票率と議会での議席の構

成から極端な少数派であったかのようなイメーシ

があるが間違いである。ただし。行政府が国民の

直接投票である大統頴制でなかったならば，すな

わちイギリス型の議院内閣制であったならば，ア

ジェンデ政権はイデオロギ－ L また議会内少数

派（第 7表の人民連{r勢力を参照）ということから，

生まれえなかったであろうことは確実であり，さ

らにクーデターで打倒されるといういわゆる「チ

リの悲劇」が生じなかったであろうことも確実で

あるc なぜなら， 1973年の政治的危機に際し，チ

第 7表 クーデター以前の議会の政党汚IJ構成
(19734) 

(lj位：議席）

上院 下院

〔人民連合； 20 63 
社会党 7 27 
共産党 9 26 
急進党 ’y 5 
キリスト教左翼 l 
統ー人民行動運動 。 2 
独立人民運動 。 ヲ

人民社会同盟 。
〔九〈人民連行〕 30 87 

キリスト教民主党 19 50 
凶民党 8 34 
急進主翼党 3 
急進民主党 。 2 

50 150 

（出所） 官世界政治資料」第402号 1973年4月lOLL

アラ
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リが大統領制ではなく議院内閣制であったならば，

内閣の総辞職・議会解散・総選挙で信を国民iこ問

うこともできたからである。

この多党制のため1932年以後のチリの政治にお

いてはイデオロギーや政策が近似した諸政党によ

る連合政権にならざるをえなかった。そして議会

においても野党を無嗣することはできず，交渉と

妥協を行ないつつ政局を運営した。連合政権でな

かった単一政党政権，要するに例外は1964～70年

のキリスト教民主党政権のみであったが，それで

も上院では少数派で，議会対策に苦心したのであ

る。

ド.，，，，，≫，＜＇＂＂，，.，山勺』＂＂＇旬、 J川J ,,, dド均 .,, .. , .. ,,,.,,. ，，，，.，令 d’川aP川げ川州刊＂川山＇＂山，.，，，，.，，，，，

たil i":!-1) 0 しかし，政党聞の協調・相乗りは許可さ

れたので， 1950年代には小政党の乱立状態が出現

した。このため‘ 1958年， 62年の法律で新党結成

に関L. 1万名の署名が必要とされることになり，

その効；果もあって， 60年代には政党の数はかなり

縮小され，諸政党聞の選挙協力はほとんどなくな

った3 しかし， 1960年からと院議員の選挙｛こ限っ

て諸政党間の選挙協力が再び認められ，政党を基

礎とした「比例代表制ーは厳密には歪められるこ

とになったc そしてアキJェンテ政権下の1971年に

諸政党間の選挙協力ができなくなる憲法修正が行

なわれた。しかし，翌年1972年には再び選挙協力

ここで，この節で述べた選挙制度にともなった が認められることになった，iU5)0

問題点を記しておしそれは諸政党間の選挙協力 （続く）

と独立の（無所属の）候補者が当選しにくいという

問題である。選挙制度としての「比例代表制」は独

立の政党の存在を前提としているか，チ 1）では小党

乱立に近い多党制に由来する多数派形成の困難に

起因して，諸政党聞の選挙協力を認めるか否かで

政党j去の内容が二転三転するという形で歴史的に

揺れ動いてきた。チリの政党j去は1930年代までき

わめて緩し伝統的な大政党が有権者の投票行動

に大きな「影響力」を及ぼしていたコ選挙干渉で

ある。 1940年代から60年代初めにかけて選挙制度

の改正が行なわれ，政党による合一権者への影響力

排除の試みがなされた。その一環として，投票日

の社会秩序・管理は1941年から軍隊の手に委ね

られることになった。 1949年（共産党非六法化の翌

年）には政党以外は候補者を擁立できないことと

され，さらにその政党結成に関し，指導部の名簿

や綱領の選挙登録局への提示など厳しい条件が課

されることになった。このため，独立の｛無所属

ω）候補者は以前から当選しにくかったが，この

時以来，立候補することもきわめて悶難になっ

76 

（；主 1) こ（／）］ 925年憲法は， WI~投票による求必を経

て1925年10月181JIこ制定・公布された心ぷ細については．

L司amposHarriet, 1lii掲書を参照ωことc また投禁した

のは13h4000人でありーそれは総人IIJ> 3ぶiこtll吋して

いたc t‘ruzじりke,11ii街書， 35へ－：－：.. 

(it 2) ｛ベ（単数！えまたは複数ド） ω役所はiメー役所ま

たはiii役所（municipalidad）と呼ばれていたし本稿で災

現 i「i吐または市ーとしているUJIムチリでは行政の討

小僧｛立は｜吐であるが，そω長は“alea Ide”であり司これ

は市長と沢されることか多く，また以議会（con宮reso

municipal) I主再通， i有議会とぶされることもあり， qJ請

を統一することが困難であることに起川しているc

｛；王＇.l) Alessandri Palma, Arturo, R正日夜nlosdι 

gohieni叫第2き，サンティアコ.Editりri呂INascim日1to.

1967年， 161～204べーダコ

li.主4) Editori呂ide! Pacifico，仁川町tituci，》JPo/i11c.α 

d, la Rcp1ibh日1de Chile: ledοぇ 川1las 1iltimaメ怜wdl}fra

ciυnはサンティアゴ.1973斗ー持 jj，第5立，＂Presidentぞ

dピ laR叩 nblica"UJ主主参照ι

（：主 5J lwJ I：憲法c このド院議員 1人あたりの人ii縦

模；ih人という主主準備の根拠は小切L ただし. 19204',ti) 

総人1l:)7;.ljj235をト抗議0総定数1：氾て害ljると2Ji8259と

なるご人iiセンサスの年から 5年経っているωで下のiji.

｛立で河捨Ii.人して 3Jj人lこした司と想定すると－－／心の説
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iりlはつく。

(i主6) fd] f・憲法。

(it 7 l ｜占li憲法第88～106条。筆者の手元には資

料が々しこの時U)・fリの！式および似の選挙Ifの数がど

のくらいであったかは定かでない。

(i i 8) Va!t-nzuela, Arturo, Politirnl 8川 h!'rs m 

Chile iパ川I(;n/!crnment in αCentrali凶 il'olily, ザ

ラム（ノースカロライナ）， DulくeUniversity Press, 1977 

i-J., 5～6ベージ。

(if 9) イl川 前尚子寄っ

（：主10) illl 1 前t晶子守 222へージ／ノSartori，白ij尚治文。

（出11) Gil.前掲書， 215～219ベージ／石川 両日掲島

27～28ヘーシ！

(ii 12) イI川 1ii11l¥斉 28べーシ。な｝j, Tリにおけ

る従来U) I !A-＼街i也記段禁制」とこのドントパU) I 比例代

表告I]I U）役引}jλの准いてFあるが， 1liifiでは役引人It役

＇！：！閉紙1-.:::,i’数一一村；U!fl＇，＇.補fi・f，を寿く 戸 j室ぷ；J,lj」である v!

に対し， f老朽iではすでに投禁用紙にf:ll対IJされている全候

補者のうちから投票したい候補行 1名；こ印をつける「喰

心制」である点にあるコ第 4｝えの6ノ、Jレパライーソi爪

7サンティアゴ 1i＞＜：のように大選挙以もfi-tt:したが，「喰

ぷ制！に｛UバlI土々＼ ) 0 これは選準｜ベヵ、l,t本的に I，，，選

挙｜ベ！であ 1 たからかも知lれないっ要するに＇ I比例代

表制 lではあノても， H体的な候補名［を，:rr:1：ずるωであ

って，十世＇.7＇.人か政党 Lこ投票する「大選挙｜え；j;ijl に特徴的

な， Ifl北対ir, u ）（引かはえな＇） J とされる司政党が傑，l:;llli!

f＞＂，：をつけて提出する候補者名簿にしたがって，~選が確

:,.i：されるいわゆる「拘束名簿式4 ではないのである。

(iU3) Alessandri Palma. 11ii抱書， 198ページ。

(i主14) Cruz-Coke、自ii伺え 26へ－yo

’h 研究ノート（〈川町............., 

( l主15) l••I l：。ただし，こω斧通選挙制度が完全に実

施されたのは1970年9JIの大統領選挙の擦ではなし翌

九年 4I l U）地方選挙からであったc

(it 16) ,,,] l ,I} 26～27ページ。

(ii 17) j,,J I冷 15～50ヘージ。

(i主18) /oi］ト内 41～43べージ。ここで議会選学につ

いて触れていないのは‘資料が筆者の手元にないためで

あるコ

i;U9J Burnett, Ben G., Political GrouかinChile: 

The Dialogue between Order and Change，オースチン，

L’niversity of Texas Press, 1970年. 17再～181ペーシ二

(i主20J Cruz-Coke，前掲子号、 45～50. 78ページ。本

,1r-にはこの川政党i)) .. 1覧表が尚載されているc たた L.

別の資料に上itば．日u）政党が議会に議員を送ったとあ

る, Bertelとえ什1I占ι，pell＜入 ]fa(!}, “Antecedenteぉ f'lect" 

rales en la elahoraciοn de la Constituci6n de l':l80，＇’ 

Rei刊taル CienciaPoli tica. eclici6n espec1刻、 1988年9

JL 

(il2J) Cruz-Coke，向上書ー 75ベーシc

( i i-:22) Revis/a Ercilla，第2000号， 1973年／Grayson,

Gεorge, El Partido Dem,,crata Cristiano Chileno，ブエ

ノス・アイレス， Editorial Francisco Aguirre, 1968'.T‘ 

:mへーシc

(i/:23) HIぷ 1

( i i:24) I 92SlJ♂からTlltまでに12凶の議会議0選挙か

行なわれたことはすでにはたっこの12[o］の選挙で1749名

のド段議員が選出されたが．そのうち無所属議員は14名

(0_8；＿；）にすぎなかったc Bertelsen Repetto、前掲論文。

(if:・251 Cruz-Coke，前掲ゑ 29～31ベーシc

（アジア経済研究所地域研究部）
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